
氏  名         磯野 仁 

 

登録番号         第 34120030 号 

 

事務所名称        磯野仁社会保険労務士事務所 

 

事務所所在地       広島県三原市沼田東町末広３２５－５１ 

 

所属社会保険労務士会   広島県社会保険労務士会 

 

処分内容         １年の社会保険労務士の業務の停止 

             （令和２年４月 26 日から１年） 

 

処分理由  被処分者は、事業主Ａに係るキャリアアップ助成金（正社員化コ

ース）の申請に関し、平成 29 年 11 月 28 日、虚偽の内容を記載した

賃金台帳を助成金支給申請書に添付して広島労働局長あて提出した

ものである。 

 

以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の２第１項に定める懲戒

処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行った

とき」及び同法第 25 条の３に定める懲戒処分事由の「社会保険労務

士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するもの

である。 


